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1 7番 石井 謀 1 8番 日下 君敏

1 9番 川名 正二 2 0番 福原 勤

2 1番 辻田 実 2 2番 黒川 平治

2 3番 流山源次郎 2 5番 渡 辺 昭夫

2 6番 近藤 好雄 2 7番 林 豊

2 8番 飯田 義男

1 欠席議員 なし

1 出席説明員

市 長 半淳良一 助 役 小倉 澄男

収 入 役 渡辺 弘 市長公室長 錦織 茂

総務 部長 渡辺 秀夫 民生 部長 小幡 清之

経済 部長 安西 良一 水道 課長 鈴木 信一

教育 委 員 会 山田 教和
教 育委 員会 福原 修

委 員 長 教 育 長

1 出席事務局ヲ職員

事務 局長 川上 義雄 事事局長補佐 兵藤 恭一

書 ii:! 鈴木 哲 書 記 鈴木 修一

書 af! 加藤 浩一

1 議事日程(第 3号)

昭和 63年 9月 16日午前 10時開議

(議案第 38号 館山市市営住宅の設置及び管理lζ 関する条
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日程第 1~ 例の一部を改正する条例の制定について

L議案第 39号 館山都市計画事業館山駅西口地区土地区画

整理事業施行条例の制定について

f議案第 4 0号 昭和 63年度館山市一般会計補正予算(第

日程第 2~ 2号)

l議案第 41号 昭和 63年度館山市水道事業特別会計補正

予算(第 1号)

日程第 3 請願第 13号 消費税(新大型間接税)反対の請願書

開 講午 前 10時 40分

。議長(飯田義男君) 本日の出席議員数 27名、乙れより第 3回市議

会定例会第 3日目の会議を開きます。

本日の議事はお手元lと配付の日程表lとより行います。

議案の上程

O議長(飯田義男君) 日程第 1、議案第 38号及び議案第 39号の各

議案を一括して議題といたします。

質疑応答

。議長(飯田義男君) 乙れより質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

1 1番議員神田守隆君。御登壇願います。

( 1 1番議員神田守隆君登壇)

o 1 1番(神田守隆君) 議案第 39号館山都市計画事業館山駅西口地

区土地区画整理事業施行条例の制定について、すでに通告をいたしまし

た 3点について御質問をいたします。

第 1点は、平均減歩率について、 20%以下lとするとの公約は守られ

るかどうかという点についてでございます。

昨年、 12月議会の私の質問について、平均減歩率を 20%になるよ

う積極的に用地の先行取得を進めてまいりたいと市長さんは答えられま

したが、あの段階ではそういう目標でがんばるんだという乙とでもよか

-9 0 -



ったと思うのでありますが、いよいよ区画整理事業の実施段階に進もう

との事業条例の段階では、目標という乙とでは済まされないと思うわけ

であります。やるだけやったけれどもできませんでしたという乙とは許

されないからであります。平均減歩率 20%は実施できますか。

第 2点は、区域内は商業用地の区画を設けず、自由宅地という乙とで

よいかという点でございます。

区画整理の乙の区域は、現在、予定されている駅前通りの北側は海岸

通りの一部を除いて住居地域になっております。昨年の議会の答弁の申

で、市は、北側の 1街区を商業用地にしたらどうかという乙とで検討を

進めているとしていましたが、もし、そういう乙とをすれば、ただでさ

え少ない住宅用地しかない申で、ますます住宅用地が少なくなり、結果

的に住民が追い出される乙とになるのではないかと私は指摘をいたしま

した。

区画整理は、住民の減歩などの負担で駅前広場や駅前通りの公共用地

を確保しようとするものであります。単lと、駅前広場をつくり、駅前通

りをつくるのが目的だというのなら、区画整理などというやり方をすべ

きではなく、用地買収方式にするべきであります。区画整理によって整

備しようとする以上、その目的はあくまでも減歩などの負担を余儀なく

される住民の生活環境の整備が第一でなければなりません。

乙うした点からL商業用地を新たに設けるという乙とで検討を進める

というのは、重大な問題点を含んでいるかと思いますが、どのようにお

考えですか。

第 3点は、西口裁判の判決の見通しはどうかという点でございます。

区画整理区域内の沼地の土地 2261m'の所屠がいかにあるべきかと

いうことで争っているわけですが、一審で市開発公社は勝ったのであり

ますから、裁判は大変優位lζ進んでいるという乙とはそのとおりであり

ます。しかし、敗訴した原告が控訴したために引き続き高裁で審理され

ています。

乙のため、換地計画の時点までに勝訴の判定確定が得られず、現実に

は乙の沼地の土地を減歩緩和の用地として使う乙とはできない乙とにな

る乙とが予想されます。判決の時期の見通しについてどのように考えて
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おりますか、お聞かせをいただきたいと思います。

以上、 3点についてお尋ねいたしましたが、御答弁lとよりまして再質

問をさせていただきます。

(市長半海良一君登壇)

。市長(半海良一君) 神田議員の御質問lとお答えをいたします。

議案第 39号、第 1点は、平均減歩率 20%の御質問でございますが、

用地先行取得によりまして、その目的のうち、平均減歩率を 20 %まで

緩和するためのものとしては、約 4800mtの土地が必要でございます

が、その面積分につきましては、すでに 1500m2を確保しでございま

すので、公約は守ることができると考えております。

なお、乙のほかに、過小宅地対策、換地割込調整等、事業の一層の推

進を図るためのものが必要でございますので、乙れらのために今後とも

先行取得を行ってまいる所存でございます。

次lと、第 2点、商業用地の区画を設けず、住宅地という乙とでよいか

という御質問でございますが、土地区画整理事業施行区域内の現況の用

途地域としては、都市計画道路 3. 4. 2渚銀の南側及び都市計画道路

3. 5. 1 0船形館山港線沿いについて 3誌が商業地域に、それ以外の

区域 2. 2況は住居地域lと指定されているととろでございますが、本事

業lζ伴い、将来的に南房総の観光拠点として、また地区住民の利用でき

る魅力ある商庖街としていくため、周辺の住宅地等の環境保護に配意し、

都市計画道路渚線北側 1街区を商業地として計画していると乙ろでござ

います。

次lと、第 3点、西口議判の見通しはどうかという御質問でございます

が、館山市北条字南浜小松 2532番地の土地に関する義判は、昭和 6

2年 8月 26日東京高等載判所へ控訴が提起きれ、現在まで 5回の口頭

弁論が開かれております。判決の時期につきましては明確にお答えする

乙とが菌難でございますが、第一審の 3年 2ヵ月よりは短い期間で勝訴

するものと考えております。

以上、答弁を終わります。

o 1 1蕃(神田守隆君) 平均減歩率 20%達成のために 4800m
2が

必要用地としてある、そのほか過小宅地の減歩をしないとか、あるいは
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割込調整分、こうしたものも含めて現在 7500平米が獲得されている

んで達成見込みはあるんだ、こういう点なんですが、私は、乙の 480

0平米というのがどうしても理解できないし、納得できないんです。

平均減歩率 20 %eζ しましょう、こういうお話がありましたけれども、

乙この対象地域の区画整理区域は 5. 2 ~ございます、すでに道路等の

公共用地がありますから、現在、 4万 26 8 7平米、これが区画整理区

域内の宅地総面積であります、乙れについてはお間違いないと思います

けれども、したがって平均減歩率はこれに 20%、減歩lζ必要な土地面

積は 85 3 7平米になるんじゃありませんか。

乙れまで、市は 1万平米を回途に土地の取得を進めるんだ、乙ういう

説明をして乙られました。乙れは、乙の 85 3 7平米、それに過小宅地

減歩緩和分が 1654平米、あわせて 1万を超えますけれども、乙うし

たことから調整分を含めまして約 1万という話を乙れまで強調されて、

乙れを目標にする、乙れまでの議会の申でも 1万という乙とについては

たびたび数字が示されております。

乙れを目標にするんだと言ってられたわけで、乙うした数字からすれ

ば 1万という数字については大変よく理解できるんでありますけれども、

いきなり先だっての田沢議員さんの御質問の中で 4831平米という、

これが 20%減歩緩和lζ必要な数値だという乙とで示されて、私は率直

lζ言いまして大変びっくりしているわけなんですが、乙の 4800とい

う、なぜ乙れで 20%の減歩緩和ができるのか、少し説明をいただきた

いと思うわけです。

それと、市長さんは、乙の平均減歩率については、住民と約束した事

柄、いわば公約と言ってもいいわけです。もともと乙の区画整理事業と

いうのは住民の負担をもとにして行うものでありますから、住民と約束

した乙とが実施できない、そういう場合lζ は約束違反という乙とになり

ますから、そうしたら乙の乙とについてはストヲプだ、こういうふうに

なろうかと思うんです。平均減歩率 20%については必ず実現する、そ

してそれが実現できない場合には、乙の区画整理事業はストップμせざる

を得ないんだ、そういう決意で乙の問題について考えておられるかどう

か。とりあえず 20%と言っていたけれども、うまくいかなかったから
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堪忍してくれよという乙とはないんだ、そういう場合には、お約束した

乙とであるから、乙の区画整理事業は進める乙とはしないというかたい

決意で乙の問題について考えているかどうかということです。

それから、 1街区を商業用地としてー一一北側の地域ですね、現在の住

宅用地域として指定されている用途地域は 5. 2 i!のうちわずか 2. 2 

2えである。ほんのわずかの住居地域しかないわけで、良好な住宅環境と

して確保していくという乙とからした場合に、区画整理後、さらにその

申から割り込んで 1街区を商業地域lとするとすれば、ますます住居地域

としての面積がなくなってしまうんじゃないか。乙の 1街区を商業地域

lζ と考えておられるわけでありますが、その面積についてはどのくらい

と見込んでおるのか。そうすると、住居地域として残きれるのは一一一今

後、環境の整備の対象として、住居地域として今後考えられていかれる

面積というのはどのくらいになるのか。お聞かせいただきたいと思いま

す。

第 3点の、裁判の判決の見通しですが、一審では 3年 2ヵ月かかった

が、乙れよりは短〈なるんじゃないかというお話ですが、議判というの

は非常に複雑で必ずしも素人の予測を許きないようなものがございまし

て、訴訟技術の問題もございますし、実際ははかなり引き延ばされると

いラ乙ともあるわけです。確かに、状況から見れば、勝訴判決というの

は、私も十申八、九勝つだろうというふうな乙とについては理解できま

すけれども、ただ、判決の時期がいつになるんだろうかについてはわか

らないんです。

したがって、乙の問題は 2261平米というかなり大きな面積を占め

ているわけですが、区画整理の進行の上で、当面これについては減歩緩

和の用地として使えないんじゃないか。現実の換地設計、換地計画の時

点では一応智保しておかなければならぬという土地になるんじゃないか。

乙ういう見通しについてはどういうふうに考えておられるのか、現実に

どう進めているんですか。その辺をお聞かせいただきたいと思うんです。

O経済部長(安西良一君} まず、第 1点の、公共用地に関係いたしま

す減歩緩和分の 4 8 0 0平米の必要理由という乙とでございますが、基

本計画金立てた時点では、いわゆる全体の面積が 5万 1871平米でと

-9 .( -



ざいます、ぞれに対します公共用地部分が 4352.22平米あるわけ

でございます。そういたしまして、基本計画を樹立いたします段階では、

公共用地を 9183.32平米ということで予定をしてございます。し

たがいまして、その不足いたします部分を 4831というように考えて

おるわけでございます。

次lζ 、第 2点の、過小宅地の用地が確保できなければ事業が実施でき

ないのではないかというようなお話でございますが、乙れはっきまして

は、乙れからも用地取得を積極的に進めまして、確保いたしまして、事

業を進めたいというように考えております。

それから、商業用地の面積はどうかという乙とでございますが、いわ

ゆる換地をする段階では、商業用地ではなくて、あくまでも一般の宅地

であるということで、換地をしていく考えでございます。

それから、係争中の土地について、その土地を含めるべきではないと

思うがとのお話でございますが、乙れにつきましては、できるだけ、今

の時点で言いますと、裁判もかなり進んでおるようでございますので、

でき得ればその結論を待ちまして実施をすればベターであるというよう

に考えております。

以上でございます。

o 1 1番(神田守隆君) 区画整理前の公共用地が 4352平米、そし

て区画整理後が 9183平米で、したがって公共用地の必要地は 483

1平米だ、乙ういう乙とでさっきの数字が出てきたんだという御説明で

すが、平均減歩という点で、 20%との関係がどういうふうになるんで

すか。

平均減歩率というのは、区画整理前の宅地総面積lζ対して区画整理後

の宅地総面積の割合でしょう。それで何%減るのかという問題なわけで

すよ。現実lと 4万 26 8 1が区画整理前の宅地総面積なわけです。そう

すると、減歩を 20%にするには.85 3 1という数字が出てくるのは当

たり前だと思うんですが、どうもそ乙ら辺の数字が、 20%との関係で

どうなんですか。今の説明はちょっと納得できませんね。

そういう乙とで、平均減歩率 20%は公約だという乙とで、やるんで

すよという乙とでやってきて、 20%がそもそもどういう数字なのかと
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いう議論が全然違うと乙ろから出てきたんじゃ、とにかく話が進められ

ないですね。平均減歩というのは、そもそもどういうことを意味するん

ですか。 20%という平均減歩の意味合いですね。どうも数字でごまか

されるというような気がするんですね、こ乙のお話は。

それから、商業用地の関係では、数字を具体的に示してくださいよ。

1街区と言っているんですけれども、 1街区というのはどのくらいの面

積なんですか。そうすると、全体の申で住居用地が何平米になっちゃう

んですか。住居用地として用途地域の指定を受ける地域は区画整理の計

画でも 2. 2認しかないんですよ。現況は、商業地になっているととろ

も含めまして、住宅地がたくさんあるわけです。人がみんな住んで、住

宅地として現況は利用されていると乙ろは多いわけです。ですから、現

況のままでも住宅地面積というのは、そういう用途地域の指定を受ける

のは非常に少ない。非常に因るんじゃないか。住んでる人が、私は商売

始めるからいいですよというのならいざ知らず、そういう点からすると、

さらに 1街区という乙とになりますと、住居地域になるのは何平米なの

か。住むと乙ろがないようになっちゃうんじゃないか。本当にそう思う

んです。具体的にその辺の数字をお示しいただきたいんです。

ぞれから、判決の時期の問題については、できたら判決を得た上で実

施したいというお話ですけれども、ぞれ桔判決が出て実施できれば、確

定しますから話は進めやすい。しかし、今、問題なのは、判決を得てか

ら実施するという乙とで進めているんじゃないわけですよ。そういう考

えだったら乙んな議案出てきませんから、まだ判決出てないんですから。

判決出てから乙の議案出しましようという乙とになるわけですよ。判決

が出ていない段階で現実に出てきているわけですから。という乙とは、

判決後に実施といいましても、具体的に一番問題なのは換地計画の段階

だと思うんです。換地計画の段階でそれがどうかという乙とになろうと

思うんですが、ぞうすると、換地計画の前に乙の判決が得られるという

見通しは率直にいって今のと乙ろない、あるいは逆lζ換地計画はその確

定判決を得て、そのもとでやりたいというふうに考えておるのか、その

辺どうなんですか。

。経済部長(安西良一君) 第 2点の質問にお答えをいたします。
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変更後の用途地域の面積の関係でございますけれども、現時点では、

住宅地域が 2.2;!でございます。それから、商業地域が 3.0;!でご

ざいます。合計で 5. 2誌、これが現況でございます。

将来的lζ 、商業用地としてなるものはどうかという乙とでございます

が、住宅用地が 1. 2 ~えに変わってくるということと、それに近隣商業

地域が 1. 0況でございます。ぞれから、商業地域が 3.0;!というこ

とで、合計で 5. 2というような計画を考えております。

第 1点目の乙とにつきましては、現在、資斜を取り寄せておりますの

で......。

区画整理前の公共用地の施設面積でございますが、先ほど申し上げま

たように 4 3 5 2平米でございまして、用地の先行取得したものが 4 3 

5 2平米あるわけでございます。そして、計で 9183平米、乙の差が

.. 831平米になるという乙とは先ほど御説明申し上げたとおりでござ

いますが、減歩の関係の計算といたしましては、区画整理前の宅地の面

積でいわゆる減歩面積を除しまして、そしてそれに 100を掛けました

数値、乙の数値がいわゆる 9183とイコールになるわけで Cざいます。

O議長(飯田義男君) 暫時休憩いたします。

午前 11時 o8分休憩

午前 11.時 50分再開

0議長(飯田義男君) 休憩前lζ 引き続き会議を聞きます。

O経済部長{安西良一君} お答え申し上げます。

区画整理後の公共用地の必要な面積といたしましては、 1万 11 0 9 • 

9 1平米を計画しております。現在の道路用地は 4352.22平米あ

ります。それに、すでに市が用地の先行取得をしている土地が 48 3 1 • 

1平米で、乙の合計が 9183.32平米でございます。乙の差が 85 

2 6. 6 5平米、乙れが減歩面積となります。乙の場合、宅地面積が 4

万2681.81平米ですから、減歩率は 19. 9 1 %となります。

これに区画整理前の宅地の面積が 4万 2681.81平米ございまし

て、それを 8526.65平米を除しますと、乙の率が O. 1 9 9 1と

なりまして、 19. 9 1 %となるわけでございます。したがいまして、

住宅の平均減歩率は 20%以下になる乙とになります。
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以上でございます。

O議長(飯田義男君) 以上で 11番議員神田守隆君の質疑を終わりま

す。

午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時再開いたします。

午前 11時 55分休憩

午後 1時 o3分再開

。議長(飯田義男君) 午後の出席議員数 26名、休憩前に引き続き会

議を開きます。

2 1蕃議員辻田 実君。御登壇顕います。

( 2 1番議員辻田 実君登壇}

02 1蕃(辻田 実君) 議案第 38号につきましては、 2点について

御質問申し上げます。さらに、議案第 39号lとおきましては、 7点にわ

たって御質問を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いを申し上

げます。

最初lζ 、議案第 38号でございますけれども、第 5条並びに第 7条申

iとおきまして字句の修正が行われているわけでとぎいますが、乙の点に

ついて、非常に細かいわけでございますけれども、 2、 3お伺いしたい

と思います。

乙の条例全体の申におきまして、特に、私が取り上げたいのは、 「係

る者Jとか「備えている者Jという「者」という字があるわけでござい

ますけれども、乙れが 12......， 1 3カ所あるわけでございます。今回、乙

れらを申心にいたしまして字句の修正が行われているわけでございます。

そ乙で、第 1点といたしまして、 7条 5項の申で、原文を読みますと、

「市長は、第 1項lと規定する者のうち Jという「者Jという宇が漢字の

「者」でございます。続きまして、 「規定する事由に係るもの」の「も

の」がひらがなでございます。現行は漢字でございますけれども、乙れ

をひらがなに訂正をしようというものでございます。ぞれから、すぐ続

いていきまして、 「要件を備えている者Jの「者Jが漢字から今度はひ

らがなの「もの」に訂正きれているわけでございます。さらに、 「入居

するととを必要としている者Jという「者」が漢字からひらがなの「も

の」 になっているわけでございます。それから、 2行下がったところに、
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「該当する者がJというと乙ろの「者」は、原文も改正案もともに漢字

で入っているわけでございます。

乙乙で、第 4条 l乙「事由民係る者」という「者Jは、人聞を指します

けれども、やはり「係わるもの」という「もの」をある程度指しますの

で、漢字の「者Jよりも乙ちらの方が適切のような感じがいたします。

しかしながら、その次の「要件を備えている者」、 「必要としている者J

、 「該当する者Jというのは同じ人聞を特定して指すものでございます

から、原案のままでいいのじゃないかというふうに思うわけでございま

す。

国語の先生lと聞いたと乙ろが、 「者j と漢字で書いても、ひらがなで

「もの」と書いても間違いじゃありませんと言われておりますけれども、

乙の改正案でいきますと、乙うした形でもって「もの j という字がある

場合にはひらがなになり、ある場合lζ は漢字になるという乙とが出され

ておりますので、乙乙ら辺のものをどういうふうにされておるのかとい

う乙とでございます。

そして、私は、原文のままでもいいんじゃないかと思うわけでござい

ますけれども、どういう事情によりまして乙ういう「もの」がひらがな

と漢字に使い分げされるようになったのか、その点お伺いしたい。

同時に、現行のものを訂正するわけでございますから、現行を起草す

るときに、起草する当時の職員、当時の議会がある程度間違ったまま、

乙れを承認していったのかということにもなるわけでございますので、

そ乙ら辺の経過がどういうわけでもって、乙ういうふうに移行される乙

とになったのか、その理由についてひとつ御説明をいただきたいと思い

ます。

ぞれから、 2番目は別表でございます。別表の申に新たに真倉住宅が

「昭和 63年度、第 2種住宅、 12戸、館山市上真倉 22 9 6番地の 2J 

ということが挿入されたわけでございます。乙れまでいろいろな議案等

におきまして、真倉住宅の建設、用地取得というものが出されておりま

すけれども、乙乙でもって、真倉市営住宅が上真倉の 2296番地の 2

という乙とでもって、特定されて示されるのは初めてでございます。

したがいまして、今まで取得したと乙ろの土地、そのうちの何坪が乙
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の申に該当するのか。建設した建物のうち、この 12戸の建物の面積な

り概況というものが当然説明されるべきであろうし、私色取得された土

地はわかっているけれども、そのうち何坪までがそうなのか、完成した

建物がどのくらいの大きさでもって、どういうものが完成したのかとい

う完成報告というものがないと、真倉住宅の概要というものがどういう

ものかわかりませんので、概要というものを乙乙でもって説明していた

だきたいというふうに思います。

乙れが 38号議案の質問でございます。

それから、議案第 39号についてでございます。乙の点につきまして

は、先ほど 11番議員の方から質問が出されまして、いろいろな論議が

なされました。その過程の申で、私も同じような疑問、そういうものも

あるわけでございますけれども、それらの乙とにつきましては特別委員

会等の審購に委ねるとしまして、私は乙の施行条例lと関する字句につい

ての解釈を 7点ほどお伺いしたいわけでございます。

第 1は、 6条の申lζ おきまして、 「国庫補助金及びその他の補助金並

びに負担金のほか j と出ておりますけれども、乙の「他の補助金」とい

うのはどういう補助金が予定されておるのか、また予定されるのか、そ

の点について教えていただきたい。

それから、負担金という乙とでございますけれども、どういうような

負担金が、またどのくらいの負担金を必要とするのか、そういうととに

ついて、負担金というものの内容、区分、どのくらいの負担金が予想き

れるのか、概略でわかりましたら、乙の点について教えていただきたい。

それから、第 2点につきましては、第 15条でございます。乙乙の申

でもって、 15条の一番最後のと乙ろになりますけれども、 「施行日現

在において登記きれていない土地については、施行者が実測した地積」

という乙とでございますが、 「登記されていない土地Jというのはどう

いうもーのなのか。乙れがどのくらいあるのか、予測できるのか一一一予測

されるから条例に入っていると思うんですけれども、ぞれがどのくらい

のと乙ろ現段階でもって予測されているのかという点について 2番目に

お尋ねするわけでございます。

3番目は、 16条の 2項、真ん申から後段になりますけれども、 「土
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地家屋調査士が実測し」というのがございます。ぞれから、同じく 3項

の一番最後に、 「その宅地の地積を実測 bて、その基準地積を更正する」

というふうになっております。それから、第 4項の最後に「あん分して、

基準地積を更正する乙とができる Jという乙とでございます。乙こでも

って、土地家屋調査士が実測して地積を出すということが、 15条の後

段とそれから 16条の申において 3ヵ所調査をするということになって

おりますけれども、この実測調査の経費はだれが負担するのか、もつの

か、乙の点について明確にしていただきたいというふうに思います。

それから、 4番目には、 16条の 4項、乙の申におきまして「施行者

は、施行地区を適当と認める区域lζ分割し、各区域について実測した宅

地の地積とその区域内の基準地積を合計した地積との聞に差異がある場

合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積にあん分して J更正

するという乙とでございますけれども、乙の適当な区域に分割するとい

うのは、どのくらいの区域に分割するのか。そして、どういう形の区分

がされるのか。

そして、その区分がされるから、その区分地内におきますと乙ろの調

整をして、その調整した差額はあん分するという乙とでございますから、

その地域内の調整のあん分というのが非常に重要な役割を占めてくるわ

けでございますから、その場合に、乙乙に適当と認める区域というのが

どういう区域なのか、現実的にその区域内において土地の基準値よりも

多く出た土地、その申でもってあん分するという乙とでございますから、

どういう方法のあん分という乙とがとられるのか、乙の乙とがわからな

いと全体的に分からないんでもって、どういう形のあん分というのが乙

乙でされるのか。乙のあん分と「適当と認める区域Jという区域がどう

いう区域になるのか。乙の点についてちょっと私わからないものですか

ら、教えていただきたい。

それから、 5番目には、第 19条の清算金の算定でございますけれど

も、ここで「清算金の額は、従前の宅地の価額の総額となっております

が、 「従前の宅地の価額の総額」とはどういうふうにして算出されて、

どういう額なのか。そして、乙れに対する換地の価額の総額というのは

どういうふうにして出されるのか、乙の内容がわからないものですから、
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「従前の宅地の価額の総額Jとはどういう形でどう出されるものか。そ

して、その次にくる「換地の価額の総額」とはどういうものか。乙の点

について教えていただきたい。

そして、乙乙からどういうわけでもって、乙の比率の申から差額が出

てくるのか。そして、価額として差額がどういう形で出てくるのか、ち

ょっとわからないわけです。区域内でもって、土地でもってあん分しち

ゃいますから、土地のあん分はわかりますけれども、金額でもって差額

をあん分するという乙とになると、乙の関係がちょっとわからないもの

ですから、乙の 16条と 19条の金で換算するというものと、区域でも

ってあん分するという関係がどういう乙となのか、あわせて説明をいた

だきたい。

6番目 lとは、 20条、 「前条の清算金を徴収し Jという乙とになりま

すから、清算金を徴収する額はどのくらいに上りそうなのか。大体の額

はわかると思います。 r文は交付する場合においては Jといってますか

ら、交付はどういうものを交付するのか、その額。ヒヤリングの申では

乙の額は一致するんだ、云々という乙とを言われておりましたけれども、

どうも清算金は組合でとるという清算、清算の方が多くなるのか、また

交付しなければならないのはどういうものを交付するのかという乙と。

1 9条でいきますと、差額を権利者が物々でもって相殺する格好にうか

がえるわけですけれども、ぞれに対応して 20条が、だれが清算して、

徴収して、交付する場合lとはどういう形で交付されるのか。その額の想

定金額。乙の額の差が出てきたら、それはどういうふうに処理されるの

か。そ乙ら辺がわかりませんので、乙の点について教えていただきたい。

実際託、区画整理をしていく申において、問題は土地の交換、区域内

におきますと乙ろの換地がどうなるかということと、そして、換地する

申において清算金がどういう形でどういくかという乙とが明確になって

いないと、乙れから作業を進めていくのは非常に大変だと思うんで、乙

の点が明らかになれば、あとの細かい点については私は現場の申でもっ

て消化していけばそう問題ないと思いますので、特lζ 乙の点について伺

いたい。

最後でございますけれども、 25条の申において、 「事業の施行につ
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いて必要な事項は、規則で定める」という乙とになっておりますけれど

も、乙の規則というものはどういうものが想定されるのか。また、乙の

施行規則以外lζ規則でもってどんどんどんどん縛っていっちゃうと、際

限なくなってしまうと、全く議会から離れてしまうわけでございますの

で、乙の「規則で定める Jというのはどのような規則が想定されるのか、

内容がわかりましたら教えていただきたい。

以上、 7点についてよろしくお願いを申し上げます。

(市長半揮良一君登壇)

0市長(半海良一君} 辻回議員の御質問にお答えをいたします o

議案第'38号、第 7条第 5項の字句の修正についてでございますが、

第 7条第 5項において、 「者Jを「ものJI乙改めます理由につきまして

は、法律上の人格を有するものを指す場合に「者 j を用い、特定の「者」

をさらに限定する場合には「ものj を用いるのが法令作成上の慣用とな

っておりますので、今回改正しようとするものでございます。

次lζ 、議案第 38号、真倉住宅の概要についてでございますが、所在

地は館山市上真倉 22 9 6番地の 2、敷地面積は 1797.78m
2でご

ざいます。建物規模といたしましては、鉄筋コンクリートづくり 3階建

て、建築面積 276.48m"、延べ床面積 805.27m"、 12世帯分

で、 1戸当たり面積 70.84m
2でございます。さらに、付帯施設のう

ち、主要な施設といたしましては、自転車置き場、物置き、機械室及び

浄化槽等がございます。その他、児童遊園をはじめとし、植栽等も十分

lζ行いまして、住環境の向上に配慮をいたしました。

次lと、議案第 39号、第 6条の「他の補助金」でございますが、 「そ

の他の補助金Jとは、県費補助金を意味しております。また、負担金に

つきましては、公園l乙係る公共施設管理者負担金と JRの負担金等を指

しておりますが、現時点においては JRの負担は無理のようでございま

す。

次lと、議案第 39号、第 15条、第 16条の件でございますが、 15 

条、 16条の規定によって土地を実測する場合の費用負担につきまして

は、だれが負担するかという御質問でございますが、第 15条及び 16 

条第 3項の規定により実測の費用は施行者である館山市が、また第 16 
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条第 2項の規定lとより実測の費用は宅地所有者が負担するものでござい

ます。

また、登記されていない土地がどれくらいあるかという御質問がござ

いましたし、また、適当な区域、あん分等についての御質問がございま

したが、経済部長より御答弁申し上げます。

第 19条清算金の内容についてでございますが、清算金につきまして

は、換地tζ係る不均衡を金銭で是正しようとするものでございますが、

乙の場合におきまして、本条tζ規定されておりますように、本来受ける

べき換地または権利の価額が、現実に指定された換地または権利の価額

と差額がある場合に、その差額について清算金で処理を行おうとするも

のでございます。

また、従前の総額、換地後の総額、あるいは清葬金の交付というよう

な御質問がございましたが、乙れも経済部長から御答弁を申し上げます。

次位、第 25条の規則についてでございますが、規則で定める内容は

っきましては、土地区画盤理審議会委員選挙の事君臨取り扱い及び議事関

係並びに清算金の事務取り扱い等についてでございます。

以上、答弁を終わります。

0経済部長{安西良一君) 1 6条の 4項lとよります一回の土地とはど

ういう乙とかという乙とでございますが、施行区域内の一定の区画を道

路等で囲まれている区画、乙ういったととろを一団の宅地というように

考えております。乙ういう申で、実測とどう遣うかという乙とを比較す

る、乙ういう乙とでございます。

それから、清算金の関係でございますけれども、従前の評価とほぼ等

しい評価のものを換地として定めるという乙とが一般的な考え方でござ

いまして、館山市におきましでも基本的には乙れと同じような考え方で

おるわけでございます。

しかしながら、実際上、換地にあたってどうしても調整できないわず

かな部分が出てくる可能性があるわけでございます。乙の場合lζ 、宅地

の換地が多〈なるというものについては、その部分として若手の清算金

をいただく。ぞれから、逆に、交付するものが交付しなければならない

計画のものより少なかった場合はは、市がその部分について権利者に対
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して交付金として支払う。乙ういうような形になるわけでございます。

なお、乙の額につきましては、先ほど辻田議員さんがおっしゃいまし

たように、一対ーに近い考え方でやるという乙とを聞いたけれどもとい

うお話ですが、まさにそのとおりでございまして、基本的には一対ーと

いう乙とで考えております。わずかというのはどれくらいかということ

になりますが、現在、単なる計画上では、 3%ぐらいかというように考

えております。

以上でございます。

02  1番{辻田 実君) 大体、わかりましたけれども、異体的に 16 

条の 4項、区域内比一__.，今、道路の区域でまとめるという乙とだったん

ですけれども、乙の施行規則でいきますと、道路で区切った中lζ 登記さ

れた人が何人か入る、登記簿に基づいて出た数と新たに区切った申の数

字が合わなかった場合にはあん分するという乙とになるわけですね、乙

の条例でいきますと、その区域内ですから。そうすると現実的lζ 、A、

B、Cという人がいた場合に、 Aの土地が例えば 50坪、 Bの人が 80 

坪、 Cの人が 100坪というととで登記されている、そして乙れによっ

て全部を足したものが、登記上の足したものと、新しくその区域として

区画したと乙ろがそのとおりはいかなかった、誤差が出てくるという場

合には、ふえた分についてはその 50、 80、 100という比率の申で

あん分し、そしてマイナスになった場合!とはそのあん分でもってマイナ

スしていくという乙とになるわけですね、乙の場合。乙の点について、

乙ういう解釈ができるわけでありますけれども、それでいいのかという

乙とでございます。

次lζ 、清算金の方の額でございますけれども、 「従前の宅地の価額の

総額」というのはわかりますが、 「換地の価額の総額Jというのはどう

いう総額なのか。乙の条例どおりにいきますと、換地された全地域の評

価額だと思う。従前の宅地の評価というものについては個々の登記簿に

登記されておりますから、そ乙でもって Aという人の宅地の評価額が幾

ら、 Bという人の評価額は幾らという個々の数字はわかります。しかし

ながら、換地後の価額というのは換地されちゃうわけですから、 Aとい

う人が持っていた土地の価額は、換地後tc:.幾らになったかという総額と
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いうのは、個々には出て乙ないんじゃないかと思うわけです。 A、B、

Cという人が換地前lζ 持っていた面積と、換地しちゃいますから、元の

土地がわからないわけですから、個々の換地が、持っていた人の面積の

土地がどのくらいというのはわからないから一一一ヒヤリングの申でもそ

こが非常に問題になって、私は夜の 10時過ぎまで迷惑をかけてやった

んですが、わからなかったんですけれども一一一それは全体の換地の総額

の申でもってその比率を従前の評価額のもった割合でもってやっていく、

乙ういう乙とでやるからだいじようぷだという乙とを言ってますけれど

も、それはそういう乙とになるんだけれども、例えば、道路ふちのと乙

ろにできたと乙ろの土地というのはものすごく高くなるだろうし、道暗

から離れていったと乙ろについては上がりぐあいは少ないだろう。それ

を全部評価した額は出てくるけれども、それでもって従前のものに比較

して、そして定められた価値の差額を出すという乙とになってくると、

非常に私は難しいんじゃないかというふうに思うんですけれども、かえ

って混乱が起きると思うんですけれども、その点についてはどうなのか。

乙れからやっていく申においてかなり問題が出てきて調整lζ 因るんじゃ

ないかと思うんですけれども、換地の価額の総額というのはどういう乙

となのか。換地前のその土地が幾らになったという乙とはわからないは

ずですから、一律に前のものを基本lとして、換地後の全体の上がった額

を掛けるという乙とで乙の解釈はいいのかという乙とです。

前段がちょっと長くなりまして申しわけありませんが、結論的lとは換

地の価額の総額というのは全体の換地の総額が幾らになったという総額

は出るけれども、個々の総額は従前の持ち分の評価額の差というのは出

ないんじゃないかと思うんですけれども、その点についてはどうなのか。

乙の点をわかりやすく教えていただきたい。そうでないと、乙の点は非

常に問題が出てくるような気がいたしますので、乙の 2点についてお伺

いを申し上げます。

。経済部長(安西良一君) まず、 16条の 4項の関係でございますが、

乙れにつきましては、道路等で囲まれた宅地舎一団の宅地として実測を

する、それと当該地区内の個々の基準地区の合計の地積、いわゆる登記

簿上の面積でございますが、それと差を求めまして、そ乙にどれだけの
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差があるかという乙とをまず第ーに調査するわけでございます。

そうしまして、辻田議員さんおっしゃったように、その街区の申には

A、B、c、Dというような幾つかの宅地があるわけでございますが、

その宅地の総トータルと比較した場合に何平米、あるいは何坪といいま

しょうか、例えば実測の方が多い、こうした場合が出てくるわけでござ

います。例えば、ぞれが全体で 20坪あったとしますと、その 20坪を

それぞれの宅地の面積に応じましてあん分をしていく。ですから、ー宅

地が 5坪の方もあれば、狭い方は 2坪の方也あるだろうということで、

あん分をして、そしてそれが従前の基本の坪数になってくるという乙と

になるわけです。

それと、もう一つは、従前の評価と従後の評価の関係でございますが、

今の御質問ですと従後の評価は出て乙ないのではないか、全体的なもの

は出ても一筆lζ関するものは、それぞれのものは出てこないんじゃない

だろうかというような櫛質問でございますが、従後の数値を出しまして、

その数値によりましてあん分をしていくという形になるわけです。つま

り、整理後の宅地の総価額一一面積掛ける単価でございますが、それを

整理前の宅地の総額、つまり面積掛ける単価で割りましたものに、整理

前の宅地の価額を掛け合わせまして、そして出た数値が 1点幾っと出て

くるはずでございますが、それに対しまして各個々の面積一ーイ珂えば 3

3 0平米持っていらっしゃる方がいたと仮定いたじます。そして、その

方lと対しては、例えば平均減歩率で申し上げますと、 20%を引くとい

う乙とになりますと 264平米という面積になると思います。 264平

米lζ対しまして、整理後の単価を掛け合わしましたものを交付するとい

うような形になるわけでございます。

02 1番(辻田 実君) 私の質問は乙れで終わりになるものですから、

ちょっとあれですけれども……。

私は、条例をつくっていって、 ζれから運営する申でもって、上手な

運営の申で、西口の区画整理がいろいろ府余曲折があっても、そういう

問題は選挙で選ばれたところの委員と市役所の担当者の皆さんでもって

解消していって、区画整理が早くできると思いますので、そこに非常に

期待をいたします。したがいまして、市の方でもって乙れでだいじよう
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ぷだからというんだから、私がやるわけじゃありませんから、市長さん

がやるわけで、市長きんがだいじようぷだから任してくれということで

あれば、私は全面的lζ信頼して協力するということでございますけれど

も、そういう立場でございますので、後の細かい点については私の懸念

でございますから、その点は一応聞いていただきたい。

特別委員会等の中でもって、詰められる点は詰めてもらいたいと思う

わけでございますけれども、その前提の上l乙立って、最後ですから再質

問をもう一回きしてもらいますが、 16条の申でもって、区域の申にお

いて、私は 4項というのは要らないんじゃないかと思うんです。問題が

起きるというふうに私は思うんです。

という乙とは、乙乙にも書いでありますように、 「前条文は第 2項若

しくは前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く j というこ

とでございますから、私は乙乙でもってやはり基準地積というものは必

ず実測でやっておいて、そ乙でもって決めちゃう。そうでないと登記簿

上でいって、区画整理をしましたら余った土地が出ましたから、それは

前の持っている慣によって配分するというような乙とになりますと、土

地を持っている人は登記簿上と実測と違うという乙とはある程度わかり

ます。実測するには相当の金がかかりますから、何とかやってくれると

いうことで出した場合に、実際の登記簿上の実測がない乙とを知ってい

る人と、自分の土地が相当ある人も構わず元の登記簿上であん分されま

すから、乙れは問題が起きる。

乙の規定の想定は、私は実際lζ区画整理をやった後については登記簿

上の面積が出ないという乙とを前提にして設けられたものじゃないか。

という乙とになってくると、実際的には乙れだけの登記簿でやったんだ

けど、区画整理してみたと乙ろが、 100なければならないと乙ろが 9

0しかなかった。 1096はあん分して皆さん減らしますよ。乙ういう格

好のものが出てくるという乙とを予想したような結果になるんじゃない

か。したがいまして、私は、乙乙の場合はやはり 16条の 2項または 3

項によってあらかじめ実測をきちんとしておいて、登記簿上に正しいか

正しくないかやっておいて、ぞれからかからないと、申告したものは除

外します、申告してないものについてやってみて後で足らなかったら減
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らしますよ、乙れじゃ後でトラブルが絶えないんじゃないかと思うんで

す。そういう形の問題が出てくる。

そこであん分するということですから、したがって、土地でもって登

記簿上の上下の変動というのはこ乙で調整されるわけでございますから、

私は非常にいい方法だと思っている。乙こでもって土地の調整が行われ

るわけでございますから、 19条の清算金という土地と土地との差額と

いうのはあまり出て乙ないんじゃないかというふうに思っているわけで

ございます。しかしながら、 19条は金で換算するといってますから、

前でもって土地のあん分で規制しておきながら、なぜ金でもって計算し

なきゃいけないのか。基準地積を金に換算して、そしてその金の額によ

って新しい換地を設定していくという乙とがどうして出て乙なければな

らないか。

乙れを前提とした換地をするという乙とになりますれば、今持ってい

る自分の住宅、地域が必ず自分のものに保証されるという前提が乙の規

則上では出て乙ない。そういうものは全部なしにして、新しい換地した

と乙ろについて、それぞれの人たちが新しい換地のと乙ろに移るという

前提lとなってくるわけでとぎいますから、乙れはかなり経費の浪費にな

るんじゃないか。引っ越し代が大変です。それもうちに置いておけば引

っ越し代は要らないわけですから、経費的にも安くなるはずですけれど

も、なぜ 19条でもってそういう乙とをやってくるのかということです。

乙の点については、私は、どういう答弁かわかりませんけれども、答

弁だけいただければ結構です。

さらに、 19条の場合、今、言ったように、 Aという土地が一一乙れ

は道路際にある土地だとします。そして、 Bという道路から引っ込んだ

土地を持ってた人がいます。両方とも 100坪ずつ持っていたといたし

まして、その評価額は当然閲じ 100坪でも、道路ふちの 100坪の方

が坪単価が 20万としますと、道路から離れた奥の方の Bという土地は

坪単価が 10万というふうな土地があると思うわけでございます、同じ

100坪でも 1坪当たり。

そうして、乙れで換地をした場合に、換地後の価額というのは、 Aの

坪 20万していると乙ろは換地して道路ふちにできますから 5倍とか 6
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倍上がるでしょうし、道路から離れた 10万円の単価のところはせいぜ

い上がっても 2倍ぐらいしか上がらない。乙ういう差が出てくると思わ

れるわけでございます。元の面積で乙の差が出るという乙とは、計算す

る乙とは非常に難しいだろう。換地しちゃうわけですから、その坪数ど

おりはいかないわけですから。そうすると、乙の条文でいきますと、全

体の上がった評価額の、上がった割合でもって、乙の 10倍上がったと

乙ろも 2倍上がったところ志平均して 5倍になるから、平均の 5倍でも

って元の宅地の価額の 10万lと 5を掛けるから 50万、乙っちのものに

ついては 20万のと乙ろについては 100万、そしてその坪数に掛けて、

その価額に見合ったと乙ろの平均的な土地のと乙ろに入れていく。差が

出たら、その差は清算金で清算する、乙ういう形になると思います。そ

れはそれで結構でございます。

しかしながら、現実の問題として、基準単価の低い土地にいる人が、

そして、同じようなと乙ろを選んだとすると、 100坪の持ち主の人が

元の道の奥の方lζ位置すると乙ろはなれば、総体として 5倍上がったと

すると、乙の人は 2倍の土地として評価されたと乙ろが 5倍になるわけ

ですから、 2. 5倍、 100坪の場合には 250坪の新しい土地がもら

える、 Bという奥地にとれば。乙ういう状況が起きてくるという乙とが

あり得るわけでございます。そして、 Aという 20万の土地でもって道

場にある人は 5倍lζ上がるわけでございますから、そして 5倍の換地の

分をもらうわけでございますから土地は逆に減る。評価額は Aというと

乙ろについては 10倍くらい上がるわけです、道路ふちになりますから、

今まで 20万だった土地が 200万というような単価になるわけですか

ら、片方の自分の評価額は 5借しか上がらないわけですから、 10倍と

5倍の差になりますから、その 5害!というものは自分で同じような道端

にかわるとなれば 100坪持っていた人は 50坪に減ってしまう。乙う

いう換地になってしまうという乙とが出てくる。

現実になると、そういう計算しかできないというふうに思うわけでご

ざいますけれども、今、部長が説明したとおりになりますと、換地した

後の清算額において、換地前の価額によって、それを母数として割って

いって、その比率によってそれぞれ掛けていくという乙とで、掛けた額
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によって新しい土地の評価されたと乙ろへ配分していくんだという乙と

になりますと、そういう矛盾が出てくるんじゃないか。その矛盾は出て

きてもそれでやっていけるというんだったら、私は問題ありませんけれ

ども、とても私の場合とか、灰聞すると乙ろになるとパニックが起きる

んじゃないかということでもって心配されるわけでございますけれども、

そういう乙とになりますと乙の 19条というのは検討しなきゃならない

んじゃないか。

さっきもおっしゃるように、市の方でもってそういう問題が起きても

話し合いをして解消しますという乙とであれば、それでもっていいわけ

でございまして、そ乙ら辺についてそういう大きな矛盾が出てくるとい

うことが、金でもって評価していくと一一一19条で金で評価する、片方

は土地でもってあん分して調整していくというのと、乙の 2本立ての狂

いが一一片方は土地でもって整理しておいて、あとその土地は関係なく

全部金に換算して、金でもって土地を再配分していくという乙の方法は

やはり大きな矛盾と課題を残すんじゃないかと思うわけでございます。

私の質問はこれでもって終わりますけれども、ひとつ乙こら辺は実際

iζ運用してく申でもって問題が起こらないように十分考慮してやってい

ただきたい。一応、どういう乙とになるのか、今の矛盾に対する回答を

お願いいたしたいと思います。

。議長{飯田義男君) 簡潔明瞭に願います。

。経済部長{安西良一君) 従前の土地の評価でございますが、路線化

方式という方式をとりまして評価するわけでございます。先ほど、金で

換算するような御説明申し上げましたが、実際上は、乙の評価にあたっ

ては指数上でやるということになりまして、いわゆる従前の評価に相当

するものを従後の評価で配分する、そういうような形になります。しか

も、 19条でいっておりますのは、お金で清算をするという、乙れが非

常に高くなるのじゃないのかということを御指摘でございましたけれど

も、 19条でいいますのは、いわゆる微調整で、わずかの金でとどまる

という乙とで御理解をしていただきたいと存じます。

以上です。

O議長(飯田義男君} 以上で 21番議員辻田 実君の質疑を終わりま
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す。

以上で通告者による質疑は終わりますが、通告をしない議員で御質疑

ありませんか。-1町質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたし

ます。

委員会付託

O議長(飯田義男君) ただいま議題となっております議案第 38号及

び議案第 39号の各議案は、お手元lζ 配付の議案付託表のとおり所管の

常任委員会lζ付託いたします。

議案の上程

。議長{飯田義男君) 日程第 2、議案第 40号及び議案第 41号の各

議案を一括して議題といたします。

質疑応答

。議長{飯田義男君) 乙れより質疑を行います。

通告がありますので、発言を許します。

1 1番譜員神田守隆君。御登壇顕います。

( 1 1番議員神田守隆君登壇)

o 1 1番(神田守隆君) 議案第 40号昭和 63年度館山市一般会計補

正予算第 2号及び議案第 41号昭和 63年度館山市水道事業特別会計補

正予算第 1号について御質問をいたします。私の質問は、乙の議案書tζ

沿って進めます。

まず、 13ずでございます。教育費・小学校費の申の臨時職員賃金 9

8万 60 0 0円、また申学校費の申の臨時職員賃金 61万 20 0 0円に

ついてでございますけれども、それぞれ議案の説明書によりますと、学

校事務員欠員による補充としてあるわけであります。学校事務員は短期

の雇用である臨時職員とするのではなく、正規に公募するなどして補充

するのが当然かと思うわけでありますが、臨時職員で対応なされたのは

どういう理由なのか。乙の辺の事情について御説明をいただきます。

次に、 14 ~ーでございます。公債費の申の地方債元金償還金 2 億 7 2 
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5 6万 30 0 0円についてでございますが、今回、決算剰余金を財源に

繰り上げ償還しようとするものでありますが、市の財政状況について、

まず借金の返済が市財政にどのような影響を与えているのか、県下 2 8 

市lζ比較してどうなのか、こういう点から市の公債費比率について御説

明をいただきたいと思います。

次lこ、市財政の規模lζ対し借金の残高の割合がどうなのか、県下 28 

市の状況と比較して御説明をいただきたいと思います。

次に、 20ずでございます。水道施設等工事請負費という乙とで 1億

335  0万円が補正予算で計上されております。作名ダムの補充水源確

保のために女堰から揚水施設をつくり水源を確保すると説明資斜の申で

書いてあるわけでありますが、市営水道の水源は山本の井戸lζ依存する

割合はかなりのものと思います。乙の山本の市営水道の井戸の汲み上げ

取水量にエヌ・ヱム・ピ一社の半導体工場の公害防止協定による日量 6

o 0らという地下水取水が影響を与えていないかどうか。乙の 3年間の

実績に即してどのように市としては見ているのか御説明をいただきたい

と思います。

次lζ 、トリクロロエチレンなどの有機溶剤による地下水汚染について、

君津市はあります東芝コンポーネント社の事件で、市民の聞に大変不安

の声が広がっているわけでありますが、半導体工場との公害防止協定の

実施状況と今後の対応をどのように考えているのか御説明をいただきた

いと思います。

以上、御質問いたしましたが、御答弁によりまして再質問をさせてい

ただきます。

{市長半淳良一君登壇)

。市長(半海良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

小学校、申学校臨時職員賃金については、教育長より御答弁を申し上

げます。

次lζ 、大きな第 2点でございますが、市の公債費比率は県下 28市に

比較してどうかという御質問でございますが、昭和 62年度の決算統計

lとよりますと、公債費比率につきましては 17. 8 %でございまして、

一番高くなっております。また、公債費lと準ずる債務負担行為を含む公
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償費比率では 28市中 6番目となっております。

なお、乙の公債費比率はっきましては、年々逓減の方向にあるところ

でございます。

次記、財政規模lこ対する市の市債残高の割合はどうかという御質問で

ございますが、昭和 62年度の歳入歳出規模lζ対する市債残高の割合は

8 9. 2 %で、 28市中 4番目となっております。また、市債残高と債

務負担行為未払い残高の合計の割合では、 9番目となっております。

なお、今回の補正予算はっきましては、利率の高い市債を繰り上げ償

還する乙とにより、財政の弾力性lと配慮するとともに、今後予想きれる

地域振興対策や都市改造等、投資的事業tと備えようとするものでござい

まして、引き続き税収入等、歳入の適切な確保を図りながら健全財政を

基本は堅実な財政運営lζ努めてまいりたいと考えております。

次lと、大きな第 3点でございます。山本の市営水道の井戸の汲み上げ

取水量lと、半導体工場の日量 60 0 ~;，という地下水取水が影響していな

いかどうかという質問でございますが、山本浄水場における過去 3カ年

聞の一日平均取水量実績はっきましては、昭和 60年度が 3771九、

昭和 61年度が 37 2 4 ~;，、昭和 6 2年度が 36 3 2九で、昭和 60年

度と 61年度を比較いたしますと 47 ~;，の減となっており、昭和 6 1年

度と昭和 62年度では 92らの減となっております。

エヌ・エム・ピー・セミコンダクタ一社の地下水取水による水位観測

及び周辺既設井戸の定期的な観測結果では、地下水位、自噴量lとは変動

ありませんので、山本浄水場水源への影響はないものと考えております。

次に、小さな第 2点でございます。トリクロロエチレンなどの有機溶

剤による地下水汚染についての御質問でございますが、エヌ・エム・ピ

ー・セミコンダクタ一社の工場排水は、完全クローズドシステムを採用

しており、排水は放流しておりません。

また、トリクロロエチレン等、有機塩素系溶剤は使用されておりませ

んが、公害防止協定書lと基づき、市において年 1園、企業側で年 2園、

調整池、下流の大正池、暖地園芸試験場井戸の水質検査を実施しており

ます。その結果、地下水汚換の原因となるような物質は検出されており

ませんが、今後とも引き続き水質検査を実施し、生活環境保全lζ努めて
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。

まいりたいと存じております。

以上、答弁を終わります。

(教育長福原 修君登壇)

。教育長(福原 修君} お答えをいたします。

小学校、中学校臨時職員賃金の質問でございますけれども、中学校の

臨時職員につきましては、県教育庁から派遣されておりました国鉄等実

務研修職員を引き続き配置の予定であったわけでございますが、市職員

配置計画絡了後に突然当該職員の異動が発令されたために、急逮臨時職

員で対応したものでございます。

小学校の臨時磯員につきましては、昨年度に引き続いたものでござい

ます。

なお、学校事務の重要性からみまして、正規職員が適当であると考え

ておりますので、昭和 64年度を目指して万全の努力をする予定でござ

います o

以上でございます。

o 1 1番{神田守隆君) 学校の職員の問題でありますけれども、やむ

を得ない事情はある、しかし、本来正規職員という乙とで、また新たな

年度の申で配慮していくというお言葉ですから、一応了解いたします。

それから、公債費の関係で、乙れも大変一一一館山市が県下 28市で公

債費出率がトップであるということや、あるいは借金の残高割合で見ま

しても 4番目という乙とで、債務負担行為を含めますと若干順位は下が

るようでありますけれども、いずれにしましでも県下で館山市財政とい

うのはひと言で言ってトップクラスの借金づけという申にあるんだとい

う現状についてはよくわかりましたけれども、乙うした点から含めまし

て、今後の公債費詑率ゃあるいは市の市債残高をどういうように運営を

図りながら市民の財源を確保していくのかという点で、今回繰り上げ償

還はそういう申で出てきたものということで理解はするわけであります

が、今後とも財政運営については非常に注目をしていかなければならな

い、またそういう乙とで考えていきたいと思います。

次の水道の問題でありますけれども、影響はないという結論を得てい

る、しかしながら、一日当たりで 62年度だと約 92 t;，水位が減ってき
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ているという乙とはやはりゆゆしき問題だろう。日量 60 0 t..の汲み上

げが協定上ありますけれども、聞くところによれば大体 4、 500トンぐ

らい平均で滋み上げているんじゃないかという乙とで、 600トンの協定

があるが、これはあくまでも最高値ですから、それを超えではならない

という乙とですから、現状で平均どのくらい扱み上げているか。

現況では直接の影響はないと思うという御指摘でしたけれども、現実

に減っている理由についてはどういうふうに考えておるのか。 92 t..、

6 1年度で 47らですか、乙の辺についての見解をお聞かせいただきた

い。

それと、有機溶剤の関係で市でも年 1園、あるいは企業においては年

2園、それぞれ水質調査等行っているんだという御説明で、それは大変

大事な乙とだ、また今後も実施していくという乙とでありました。

そ乙で、私は、君津の事件から非常に正直大変簡単を受けまして、ど

ういう乙とかと申しますと、千葉県あるいは君津市が、乙の半導体工場

によるとも思われる地下水の汚染の事実を把握したのは 1年半前である。

6 2年の 3月時点だという乙とで、 1年半lともわたってその事実を住民

に知らせなかったという問題なんです。公害防止協定をめぐる論議の申

で、公害防止協定があっても住民はそれが公開きれなければ}一一当時は

愛知県のペリリウム汚換問題というのがありましたけれども、結局は、

何ら対応が住民レベルではとれないという問題があるわけで、乙れに対

して市長さんは「公害防止協定及びその実施状況についてはいつでも公

開します」と、公開の原則を議会の場でも発言されて非常に心強く思っ

たと乙ろなんです。

しかしながら、乙ういう君津の例をみますと、本当に公開の原則とい

うものが改めて守れるのだろうかどうだろうか、市民が一番不安に思う、

心配していると乙ろだろうと思'うんです。そ乙で、私は公開という乙と

で、従来資斜を見たければ、そういう資制についてはいつでも閲覧でき

ますよという意味で、公開という乙とについては従来行われていたとい

うふうに思いますし、私も何回か見たりしましたから、そういう点は理

解するんでありますけれども、しかし、乙ういう君津のような事件から

やはり一定の汚換の事実だとか、そういうものがあった場合に、検査結
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果について疑義があったり、問題点が生じた場合には、住民はその乙と

を知らせる、来れば見せてあげるという乙とだけでは住民の不安はぬぐ

えないんです。やはり、住民が乙なかったからいけない、いつでも公開

していたよと後で言われたってしょうがないわけで、そういう事実を市

でっかんだ場合には一歩進めて、いつでも見せますよというだけではな

くして、住民に積極的はその内容についてはお知らせする、乙ういう姿

勢や態度が非常に大事だと思うんです。

君津では、現に 1年半もの問、その乙とを知らずに住民はその水を生

活用水として使用していた、今、そのために周辺住民の健康調査をする

とかしないとかという話にまで発展しているわけですから、大変な問題

だと思うんです。そういう点で、一公開の原則について一歩進めて、積極

的にそういう事実があれば市民に知らせますよー←ーその知らせ方も、君

津の話を闇いていますと、そういう事実を知らせると住民に不必要な不

安を与える乙とが心配だからというととで知らせなかったんだ、何かも

っともらしい理由民間えるんだけれども、そういうことをした乙とがか

えって住民の申に不安を広げたんです。ですから、市としても乙ういう

データがもし出た場合には、市民lと率直に事実関係についてはお知らせ

します、乙ういう乙とでお考えがいただけますかどうか。

ぞれと、さらに技術的な問題もあろうかと思うんです。確かに、 o. 
o 0 1 P P Bがどうだ ζ うだと言われて、わかる人とわからない人一一一

わからない人がほとんどですから、極めて専門性といいますか、そうい

ったものが要求されますから、データについても市民にわかりやすいよ

うに知らせる、そういう努力、工夫も必要だと思うんです。そういうこ

とも含めでどうかという乙とです。

次の問題ですけれども、公害防止協定の申で市が企業側から定期的lζ

報告を受けているという形になっている。また、半導体産業というのは

常lζ新じい分野促進んでいきますから、新しい化学物質を使うというこ

とになると新しい問題が生まれるわけです。それだけに時代の最先端を

いくという、また公害対策についても時代の最先端をいかなければなら

ないという点から、この専門性といいますか、公害対策についての専門

的な知識といいますか、非常に高度なものが要求されるのも事実だと思
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うんです。

乙うした点から、公害防止協定はあるんだけれども、企業からいろん

な資制が出されたけれども、一体その資料が何を意味しているのか、こ

の乙とを的確に評価できる力が市自身lとないと本来意味がないというこ

とにもなろうかと思うんです。そういう点で専門性の確保といいますか、

またそれがなければ住民はわかりやすく説明もできないという乙とにな

ろうと思うんですが、乙ういう点についてはどういうふうに対策を考え

ておられるのか。公害防止協定を、実質的 I~ 、本当に住民のために役立

つようにできるかできないか、市自身の努力のかかっている問題として

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

それから、乙の聞の立入調査が公害防止協定の申でうたわれているわ

けでありますが、立入調査について、乙れまで行われている回数につい

てはどうか。さらに、会社側から提出きれるデータの提出状況について

どうか。それから、地下水利用や汚染の対策について、市としてもどう

考えておられるかというような点についてお聞かせをいただきたいと思

います。

0水道課長(鈴木信一君) まず、第 1点の御質問でございますが、ェ

ヌ・エム・ピー・セミコンダクタ一社の地下水でございますが、取水量

は日量 60 0 t:，.と規定をされておりますが、現在、日量 42 0 t:，.取水を

しているという乙とでございます。

ぞれから、昭和 61年度と 62年度とでは 92らの山本浄水場で取水

が低下をしている、その理由でございますが、一般的に水位の影響は周

辺50 0 m程度とされております。山本浄水場につきましては昭和 18 

年 8月に取水を始めたわけでございますので、自然の水位の低下という

乙とで現在理解をしてございます。

以上でございます。

O民生部長(小幡清之君) 有機塩素系溶剤による汚換の関係でござい

ますが、公害防止協定によって公開する乙とになっておる、ぞれも見に

きたらという乙とではなくて積極的は公開していく考えはないかという

乙とでございますが、当然の乙とながら現時点ではすべて不検出という、

幸いにして心配がないわけでございますけれども、万一、徹量でも検出
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されたというような数字が出てきた場合には、もちろん議会に御報告を

まず申し上げまして、市民l乙対しても一一一わかりやすくという乙とでご

ざいましたが、乙ういう状況だということを知らせていく考えでおりま

す。

次l乙、新しい化学物質等が出てきて、専門的な知識、専門性の確保が

重要じゃないかという乙とでございますが、確かにおっしゃるとおりで

ございまして、会社側との相互信頼関係は非常に大事な乙とでございま

すが、まず状況が変わった場合に会社側からの説明を詳細にわたって求

めまして、さらに、県の指導を仰ぐ、またさらに、水質分析等を依頼し

ております千葉県公害防止協会等の意見なども聞きまして対応してまい

りたい、乙のように考えております。

また、今まで立入調査をどれぐらいやっているかという乙とでござい

ますが、立ち入り調査といえるかどうかですが、市で行います水質検査、

年 1回という乙とで、毎年取水のために立ち入りして取水しております。

そのほか、月 1回くらいはなんだかんだで工場へは顔を出しているわけ

でございますが、公害防止協定はいうと乙ろの謂査または立ち入りは、

公害のおそれ等があった場合に立入調査という乙とに解釈されるわけで

すけれども、そういった意味での立入謁査という乙とは実施しでござい

ません。

それから、会社側からの今までデータの提出状況はどうかということ

でございますが、一遍も遅滞なく、漏れなく、年 2囲のデータは提出さ

れております。

今後の対応につきましでも、厳しい態度をもって、また相互信頼関係

を保ちつつ慎重に対応してまいりたい、乙のように考えております。

以上でございます。

O議長{飯田義男君) 以上で 11番議員神田守隆君の質疑を終わりま

す。

次、 21番議員辻田 実君。侮登壇願います。

{ 2 1番議員辻田 実君登壇)

02  1番(辻田 実君} 議案第 40号はっきましては 5点、 41号は

っきましては 2点にわたりまして御質問を申し上げたいと思いますので、
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よろしくお願いいたします。

議案書の 12 ~ーでございます。まず、最初 lζ 商工費の申の第 3 日観光

費 12節役務費の申lとおきまして 16万円の通信運搬費・郵便料という

のが計上されておるわけでと‘ざいますけれども、補正予算として何か申

途半端な形の補正になっておりますので、何か特別の事情がおありのよ

うでございますので、乙の内容について御説明をいただきたいと思いま

す。

2番目には、 13~- の 1 日都市計画総務費申の 1 5節工事請負費でご

ざいます。東関東自動車道館山線早期実現の P R看板設置工事請負費で

ごぢいますけれども、乙れは非常lζ結構なわけでございますが、どの辺

にどのくらいの規模の看板を建てようと予定しているのか、その内容に

ついて教えていただきたいと思います。

そして、その下の 19節の負担金でございます。用地境界壁設置工事

負担金という乙とでございますけれども、用地境界壁の設置は、どうい

う内容のものがどのくらいの規模で設置されるのか、その内容がちょっ

とわかりませんので、内容について御説明いただきたいと思います。

それから、 4番目に、学校管理費はっきましては、先ほどの 11番議

員の質問で教育長さんの御答弁がございまして、 64年度には通常の形

の申で運営をしていきたいという御答弁がございましたので、乙の点に

ついては了解いたしましたので、省略をさせていただきたいと思います。

5番目には、社会教育費の申の補助金、全国民俗芸能大会出場助成金、

それから館山市民オーケストラの補助金がそれぞれ 30万ずっ計上され

ているわけでございますけれども、全国大会lζ民俗芸能が出場するとい

うことは、非常に市はとりまして光栄な乙とでございますので、乙の民

俗芸能大会というのはどこで開かれる、どういう全国大会なのか、その

内容と、どういう経過を経て全国大会に出場できるようになったのか教

えていただきたい。そして、出場する芸能というのは、どういう形の芸

能で、どのくらいの規模なのか、わかりましたら教えていただきたい。

館山市のオーケストラの結成というととで、つい 2、 3目前の新聞で

もって、概要はっきましてわかりましたけれど也、役員や何かはっきま

しては非常に立派な方たち、南房初めてのオーケストラという乙とでご
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ざいますから、私も、ぜひ立派なオーケストラをつくっていただいて、

ぞれらが議場でもって一一一県議会の議場でもつい乙の問、オーケストラ

が演奏されたそうで、超党派の、議員が非常lζ感激したという乙とでご

ざいますから、いつか館山市もそういう乙ともできるんじゃないかと期

待が大きいわけでございます。

他市の宇都宮のオーケストラとか千葉とかにあるわけでございますけ

れども、乙れは全国一流の交響楽団という乙とになっているわけでござ

いますが、ぞれらに対すると乙ろの補助金なり育成金というのは、大体

何百万円から何千万円に達するものが出ているという乙とを聞いており

ます。私色、素人ながらも、オーケストラの器具、用具をそろえるにい

たしましても、ざっと数えて 10 0 0万近くのものを用意しないと全部

オーケストラでございますから、最低 50人はそろわな用意できない。

そうなってくると、管楽器とかいろんな吹奏楽器、

ぞれらは安くても一品 5万なり 10万、それらをそろえるだけでも大変

だという申で、ちょっと補助金 30万というのは、どれだけ役にたっか

という乙とが懸念されるわけでございますが、新聞見た限りではそのオ

きゃいけないんで、

ーケストラが乙れからどのくらい本格的になっていくのか内容はわかり

ませんけれども、補助金出すからにはある程度の内容なり展望というも

のを見定めて出しておると思うんですけれども、その内容がどういうも

のなのか。そして、 30万円というのはあまりにも額が低過ぎるので、

将来乙れらについて市としてどういうかかわりを持って育てていくのか。

大体、オーケストラというのは企業乃至市町村が抱えて、ボストン交

響楽団じゃありませんけれども、あす乙までいかなくても、都民交響楽

団とか世界一流のものが都なり市なりそういうと乙ろでやっているわけ

でございますから、館山市も乙ういう点についてかかっていく予定があ

そ乙ら辺について教えていただきたいと思うわけでるのかどうなのか、

ございます。

5点について一一一1点は了解しましたから、 z
!
 

4点をお願いいた

これにつきましては説

以上、

します。

議案第 41号でございますけれども、 2O~- 、

明欄におきまして、作名ダムの絶対数が昨年においては 5万 80 0 0 m' 
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の水不足を年聞において来している、乙れを補充するために今回南条地

区の女寝から今の長堰までポンプで給水するという乙とでございますけ

れども、そこで女堰からの水を場げる予定水量はどのくらい見込んでお

るのかというその数字を教えていただきたい。

私は、感じなんですけれども、どうも南条のあす乙を流れている川は

ちょろちょろ川でもって、揚げるほど水があるのかどうかという乙とを

心配しておるわけなんですが、その水量の調査を実際にされたのか一一

ぞれはされた上だと思んですけれども、その数量見込み。

ぞれから、南条の流域水域が、非常に浅いように感じるんですけれど

も、どのくらいの流域水域に達するか、乙の点についてひとつ教えてい

ただきたい。

2番目 lとは、乙の女堰から長堰まで運ぷんですけれども、配水工事の

距離はどのくらいのメートルのものなのか。何メートルぐらいのと乙ろ

に何メートルぐらいの配管工事をされるのか、乙の点についてひとつ内

容を教えていただきたいと思います。

以上、 2点について御質問を申し上げます。

(市長半揮良一君登壇)

0市長{半樺良一君) 辻田議員の御質問lとお答えをいたします。

議案第 40号、郵便桝の内容でございますが、リゾート地形成アンケ

ート調査のため、郵便桝lと不足を生じますので、追加補正をお願いする

ものでございます。

次lζ 、都市計画総務費のうち、東関東自動車道館山線早期実現 PR看

板設置工事請負費でございますが、同線の早期実現促進の機運を高める

べく、内外lとアピールする目的で計画したものでございます。

設置場所及び看板の形態につきましては、現時点では庁舎敷地内の適

当な場所に「東関東自動車道館山線早期実現Jの 14文字を表現する予

定にいたしておりますが、美観的な面、 PR効果等をも十分勘案し、設

置する考えでございます。

社会教育総務費につきましては、教育長から御答弁申し上げます。

議案第 4 1号工事改良費の揚水ができる水量は十分あるかという御質

問でございますが、今回計画しております工事は、県道館山大貫千倉線

-1 2 2 -



の飯沼地先にある準用河川作名川をせきとめ、南条区が農業用水として

管理しております通称女堰の場水施設等の改良工事と、長堰までの導水

管布設工事を施行し、非かんがい期比揚水巻しようとするものでござい

ます。

計画に先立ち、河川流量調査を実施いたしましたと乙ろ、渇水期で 1

目2~ 0 0 T;，、豊水期宅 1日8万人以上の漉量がとぎいますので、

平均 3 5 0 0 t;，の取水は可能であると思われます。

1日

なお、現在取水しております山荻地先の長堰は、作名川の支流永沢川

の流水を利用し、流域面積 2. 63kll、また、今回計画の女堰は作名川

の支流笠沼川の流水を利用するもので、流域面積 2.57k11でございま

す。

また、配管の距離は、

答弁を終わります。

1 1 9 0 mでございます。

。経済部長(安西良一君) 8款の 5項 1自 15節の工事請負賓の関係

でございますが、上野原地区lζ バイパスの代替用地として市が鷹入した

土地があったわけでございます。そのうちの一部を代替地として提供い

たしましたと乙ろ、 その後、残っている市有地との境に共同でブロック

を積みたいというような申し入れがございまして、

するものでございます。

乙の工事をしようと

なお、延長はっきましては 37 m、高きが 1• 4mという予定でござ

います。

以上です。

(教育長福原 修君登壇)

0教育長{福原 修君) お答えをいたします。

社会教育総務費の御質問でございます。全国民俗芸能大会出場につい

ての御質問でございますが、県の無形文化財lζ指定されております洲崎

のみろく踊りが文化庁企画の全国民俗芸能大会の出場に遷ばれました。

その出場経費 184万円の一部を助成しようとするものでございます。

開催日は昭和 63年 11月26日、場所は東京日本青年館で、参加人

員は踊り子 20入、音頭とり 3人の計 23人でございます。

次の予館山市民オーケストラでございますけれども、市民の音楽関係
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者が広く地域の同好者lζ 呼びかけまして、去る 9月1自に結成されたも

のでございまして、今年度の活動費 70万 30 0 0円の一部を補助しよ

うとするものでございます。

団員は現在 61人で、今年の文化祭の初演奏会に向けてすでに棟習に

励んでおり、大いに期待しているととろでございますが、市といたしま

しでも地域の音楽文化の向上のために、今後も育成を図ってまいりたい、

乙う考えております。

以上でございます。

02 1番(辻田 実君) 逆になりますが、最初に水道の方から質問を

いたします。

ただいまの答弁でございますと、女壇におきますと乙ろの、 1自の水

量が 25 0 0らから多いときには 38 0 0 ~;:，、乙ういう乙とでございま

すので、乙の総トータルがどのくらいになるのかわからないんですけれ

ども、乙の水量は説明の申にありますと乙ろの、作名ダムの 1年間の取

水量 189万d、そして流域から 93万 4000 rrt、それから長壇から

の汲み上げが 89万 80 0 0 rrtで足した差額が 5万 80 0 0 rrt不足する

ので、これを補うためにという乙とになっているわけでございますけれ

ども、日額でもって計算すると 5万 80 0 0立米になるのかならないの

か、乙の数字を示していただきたい o 乙れが第 1点。

それから、 2番目 lζ 、私も乙の地域に行きま.して、何人かの農家組合

の役員とか、その他現地も見きしていただいたわけでございますけれど

も、次の点については正確なのかどうなのか教えていただきたい。

一つは、地元の人民聞きましたと乙ろが、農業lζ使う期間を抜かした

使わない期聞に揖げるという乙とだから、農業で使っている期間は揚げ

ない、乙ういう乙とだという乙とを言ってるから農業には支障ないとい

う話だったんですけれども、揚げる期間が定められているのかどうか。

あす乙の申には農薬とかそういうものがあるから、実路時期にやると農

薬公害なんか出て心配になると思うけれどもという乙とで聞きましたと

乙ろが、農薬をまく期間は場げない乙とになっているから、ぞれが過ぎ

ちゃえば問題はないだろう、乙ういう乙とを言っておったものですから、

ぞれならそれでいいかなという乙とで、公害の関係でもって、農業その
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他の関係で、期間が設定されているのかどうか。いつからいつの期間に

揚げるのかということ。そうすると、水量がかなり違ってくるんじゃな

いカ〉。

もう一つは、あすこの水は絶対的lζ汚ないんですよ。見ましたけれど

も、あまりきれいじゃない。地元の人もあまりきれいなJIIじゃないけれ

ども、飲み水tζ 使えるのかなという乙とを言っておりました。長堰の方

は割合lと流域に家庭汚水とかそういうものが入る要素が地理的iといって

少ないんです、長田の方に流れますから。それで割合に原水が入ってく

るような格好になっているから問題ないと思うんですけれども、乙の女

堰の方は、かなり家庭雑排水が入るような状況にある。流域の広さから

ーーさっき言いましたように非常に広い、ぞれに住宅地がかなり包含さ

れている。一原則的には家庭でもって自然排水しているから問題ないよう

だけれども、しかしながら、側溝その他の申でもって全部流れていくと

いうわけじゃなくて、かなりのものが川に流れ込むというようなものも

多いという乙とを聞いておりますので、洗剤汚染、その他の問題が含ま

れるという危険性があるんじゃないかというふうにみたわけなんですけ

れども、そ乙ら辺の調査についてはどうなのか。

それから、もう 1点、 3点目といたしましては、渇水のときに揚げる

という一一一農繁期の 4月ごろから 6月の終わりごろまでだと思うんです

けれども、それをはずしちゃうと、あまり水のない時期に実際場げるだ

けの水がたまるのかどうか。その場合lと5万 80 0 0 mというものにつ

いての割合はどのくらい見込めるのか。乙こら辺の調査等はされておる

のか、この点について教えていただきたい。

それから、もう一点、オーケストラの方なんですけれども、私もレク

チャーを受けたときには 9月 1日とかに結成をされるという乙とだった

んですが、翌日の新聞を見ましたと乙ろが内容が出ておったんでかなり

聞かなくても済んだんですけれども……。それによると、準備会が 9月

にできて結成総会は 10月何日 lと出るという乙とで、地方紙の申lとでっ

かく出ておったんです。今、結成されたのか、準備会なのかどうなのか、

細かい乙とですけれども、新聞によりますと、準備会は 9月の初めにで

きて、総会の結成総会は 10月何回ということでもってでかく新聞に出
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ておったんですけれども、どっちが本当なのかその点について教えてい

ただきたいというふうに思います。

。水道課長(鈴木信一君) まず、水質の問題でございますが、女壇の

流水の心配でございますけれども、計画lと先立ちまして、水質の検査を

行った結果では、現在、水質に問題はございません。

なお、古茂口からの雑排水が流れ込むという心配で、ございますが、水

質検査からの結果から見て、現在、作名浄水場における浄水処理方法で

十分処理できる、安全な水源であるといえるわけでございます。今後、

取水開始後においても、定期的lζ水質検査を実施いたしまして、水質安

全管理lζ努めたいと思っております。

それから、揚水できる期間でございますが、原則として農業用水の使

用期間一一ーかんがい期といっておりますが、 3月 1日から 9月 30日ま

でという乙とでございます。ぞれから、そのほか農業用水の使用期間外

というととになりますと、 10月1日から 2月29日まで、約 156日

間というような形になります。

水量的には、乙の 156日間掛ける乙との平均 35 0 {) 九という乙と

になりますと、 5万 90 0 0 t;..をオーバーする。 89万~は十分確保で

きるというような計算lとなります。

以上でございます。

0教育長(福原 修君) 先日、館山市民オーケストラの理事長さん、

副理事長きんお見えになったときに提出された文書tとよりますと、昭和

6 3年 9月 1日結成と書かれておりますので、私は 9月 1日結成という

乙とで申し上げたとおりでございます。

なお、活動計画を見ますと、 9月 9日から演奏の練習をいたしており

ますので、多分 9月 1日で間違いないだろうと思っております。

02  1番(辻田 実君) 水道はついて、再質問を 2点についていたし

たいと思います。

一つは、今、言いましたように、水質についてはそういう問題がない、

ぞれについては浄水場の申でもって、家庭雑排水の問題だったら十分、

そ乙で処理できるという乙とでございますので、もう少し詰めるならば、

いつの時点l乙調査をやったかという問題、そのときによってかなり遣う
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わけですから、かなり細かくやっていかないとその状況というのは把握

できませんけれども、そ乙ら辺については浄水場でもって家庭雑排水に

ついては十分だということでございますから、それはそういう乙とでも

って了解をいたしたいというふうに思います。今後、十分その点につい

てはほかのところの用水とちょっと違いますので、気密つけていただき

たいと思います。

それで、もう一つは、今の計算でいきますと、 35 0 0 t;..という乙と

で計算している乙とでございますけれども、実際、私が考えると、館山

市で一番水が困るのは大体 6月から 8月いっぽいでもって、こ乙の期間

tζ渇水があって、ぞれ以外のときにはあまり渇水が少ない、大体 9月に

なりますと台風がきますから、乙ない方がいいんですけれども、あれも

乙ないと困るんであって、あれでもってダムゃなんか全国的に埋まって

しまって、あとは日照りにはならないからかなり水はいいんだ、だんだ

ん暑くなってくると 5月、 6月ごろから入梅に雨が降らないと大変乙と

になるという繰り返しでございますから、そういう面ではあまり期間的

には効果は上がらないような感じがするんですけれども、その点どうか

という乙とと。

それから、 35 0 0 t;.. 1日あれば、百何十日間、 10月 1日から翌年

の 2月 29固までをやれば、計算的lとは毎日場げていれば 5万 8000 

らを上回る計算になりますけれども、さっき言いましたように大体乙の

期聞については 25 0 0 t;..から 35 0 0 t;..ぐらいという乙とで、上限を

とった計算というのは計算が強気過ぎるんじゃないか。むしろ、乙れは

非常lζ厳しい状況の申で計算していかないと計算遣いができるんじゃな

いかと思うんですけれども、その点についてはどうかという点。計算上

の問題。

それから、もう一つは、乙乙でもって 35 0 0 t;..を入れて、それから

現在、長堰では年間 89万~入れているわけでございますけれども、同

時lζ入っていくと思うんですけれども、一緒にしたものでもって給水能

力というのはあるのか、長堰から作名ダム lと揖げていくのが。渇水のと

きは揚がるだろうけれども、 89万トンというのは大体常時入っている能

力じゃないか、そこに水が少しぐらい入ったって、乙の日量がふえると
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いう数字lとはならないんじゃないかという感じがするんですけれども、

数字的には足せばいいという乙とだけれども、そのポンプの能力があり

ますから、そのポンプの能力からいって期間をはずした 9月以降はかな

り水がある状況ですから、ある状況の申でもってそ乙 lζ 水を足して、足

したからといってその水が自動的に燭がるというような状況になるのか

どうなのか。.この点について御説明いただきたいと思います。

。水道課長(鈴木信一君) お答えいたします。

まず、農業使用期間外一一非かんがい期と呼んでおりますが、その聞

に揚げるというととで、一応契約上は原則としてなっております。御指

摘のように渇水というものが、現在のと乙ろ 5月、ぞれから夏を過ぎた

9月、それと冬の 2月、乙のような時期lと渇水があるわけでございまし

て、当然、農業使用期聞になる前に揖水をしてお乙う、ぞれと同時に農

業使用期間であっても当然雨がございます、その期聞には各水利組合と

話し合いをしまして、何回聞は錫げきしていただくというような乙とで、

水量的には十分確保できるという乙とと、当然、現在長堰から揚水をし

てございます、それがちょうど平均 35 0 0 t;，揚がっておりますので、

今度計画します女寝から 35 0 0九、合計いたしますと 10 0 0 };:，とい

う数字になります、現在の長濯の場水能力は約 50 0 0 t;，でございます

ので、今後計画をいたしましてポンヅ揚程を上げ、平均 1日 10 0 0 t;， 

を揚げたい、乙のような考え方を持っております。

以上でございます。

O議長(飯田義男君) 2 1番議員辻田 実君の質疑を終わります。

以上で通告者による質疑は終わりますが、通告をしない議員で御質疑

ありませんか。一一割質援なしと認めます。よって、質疑を終結いたし

ます。

委員会付託

O謀長{飯田義男君) ただいま議題となっております議案第 40号及

び議案第 4 1号の各議案は、お手元tと配付の議案付託表のとおり所管の

常任委員会lζ付託いたします。
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請願書の上程

。議長(飯田義男君) 日程第 3、請願第 13号消費税(新大型間接税)

反対の請願書を議題といたします。

委員会付託

。議長(飯田義男君) ただいま議題となりました講願第 13号は、 9

月 6日議会運営協議会開催までに受理したものであります。

お手元に配付の請願付託表のとおり所管の常任委員会に付託いたしま

す。

議長の報告

。議長{飯田義男君) なお、乙の際、御報告申し上げます。

9月6日議会運営協議会開催までに受理した陳情は、お手元lと配付の

棟情送付表のとおり所管の常任委員会に送付いたしましたので、御報告

申し上げます。

延 会午後 2時 50分

。議長{飯田義男君) お諮りいたします。

本日の会議は乙れにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議あり

ませんか。

( r異議なし」と呼ぷ者あり)

0議長{飯田義男君) 御異議なしと認めます。よって、本日は乙れに

て延会する乙とに決しました。

なお、明 9月 17日及び 18日は議案調査のため休会~次会は 9月1

9日午前 10時開会とし、その議事は昭和 62年度各会計決算の審議と

いたします。

。本日の会議lと付した事件

1 議案第 38号乃至議案第 41号

1 請願第 13号
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